
令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

三

八

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
三
八
号

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
計
画
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
計
画
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
分
譲
会
社
に
適
切
な
修
繕
積
立
金
の
設
定
を
す
べ
き
こ
と
を
指
導
徹
底
す
べ
き
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
年
六
月
に
国
土
交
通
省
が
公
表
し
た
「
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
「
計
画
期
間
に
積
み
立
て
る
修
繕
積
立
金
の
額
を
均
等
に
す
る
積
立
方
式
・
・
・
を
基
本
と
し
ま
す
」
と
示
さ

れ
て
い
る
と
と
も
に
、
「
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
者
（
分
譲
事
業
者
及
び
管
理
組
合
）
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
と
し

て
、
長
期
修
繕
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
修
繕
積
立
金
の
額
の
設
定
を
行
い
ま
す
」
、
「
分
譲
事
業
者
は
購
入
予

定
者
に
対
し
て
・
・
・
修
繕
積
立
金
の
積
立
方
法
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
」
等
と
示
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
内
容
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

「
長
期
ス
パ
ン
で
の
修
繕
計
画
を
定
め
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
計
画
期
間
は
、
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
三
十
年
以
上
と
し
、
既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、

二
十
五
年
以
上
と
し
ま
す
」
と
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
年
六
月
に
国
土
交
通
省
が
公
表
し
た
「
長
期
修
繕
計

一



画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
コ
メ
ン
ト
」
に
お
い
て
、
長
期
修
繕
計
画
は
「
五
年
程
度
ご
と
に
調
査
・
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
な
お
、
見
直
し
た
時
点
か
ら
二
十
五
年
以
上
の
計
画
期
間
と
し
ま
す
」
と
示
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
コ
メ
ン
ト
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
れ

ら
の
内
容
の
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
解
体
の
要
否
及
び
時
期
等
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
御
指
摘
の

「
解
体
資
金
の
積
み
立
て
を
義
務
付
け
る
等
、
将
来
の
解
体
費
用
を
担
保
す
る
」
よ
う
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


